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ファシリテーター

五十嵐 潤

Japanese Services Group Tax Leader 
Deloitte Southeast Asia

+65 9244 3909
juigarashi@deloitte.com

2020年にデロイトシンガポール事務所に入所し、主に日系企業を対象とした東南アジア(SEA)

地域に係る税務及び移転価格サービスのリーダーを担当している。

当事務所に入所する前は、2005年から2012年まで某4大ファームの東京事務所及び米国事

務所（Washington National Tax及びニューヨーク）にて移転価格サービスに従事し、2012

年より2019年まで某4大ファームのシンガポール事務所にて、移転価格パートナー並びにジャパン

デスク統括責任者を兼務していた。日本、米国、シンガポールの各事務所において、多様な業

界の日本企業・非日系企業に対して、移転価格リスク分析、移転価格プランニング、各国税

務当局とのAPA（事前確認）･相互協議サポート等の移転価格政策を中心とした国際税務

戦略のアドバイザリー業務、移転価格調査対応、移転価格争訟サポートなど数多くの案件を

担当。

2021年にEuromoney Legal Media Group's Transfer Pricing Expert Guideにおいて、世

界の著名な移転価格コンサルタントの一人に選出

- 米国公認会計士

- 米国ジョージタウン大学院ロースクール卒（租税法）

- 豪州Monash大学修士（経営システム）

- 早稲田大学法学部卒

Christina is an Immigration Partner in Asia Pacific, based in Singapore where she 
leads the practice and oversees our global immigration delivery. She has more than 
25 years’ experience in global mobility having worked for the New Zealand 
Government as an Immigration Officer, in-house HR role at both Unilever UK and 
General Electric Singapore and service providers Cartus, SIRVA and Berry Appleman 
& Leiden. 

Having lived and worked in New Zealand, Singapore, Netherlands and the UK she is 
globally focussed, able to work across a number of cultures.  She has a deep 
understanding of the mechanisms of the immigrations processes and the 
fundamentals of Government’s policies.  An energetic member of the APAC Mobility 
community, Christina is a frequent speaker at industry events and is passionate 
about immigration compliance while still enabling businesses to operate across 
borders.

She is a recipient of both ERC’s Distinguished Service Award and Meritorious Service 
Award and served on their SEA Steering Committee.

Christina Karl
Immigration Leader
Deloitte Global

+65 9129 3301
ckarl@deloitte.com

mailto:juigarashi@deloitte.com
mailto:ckarl@deloitte.com
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デロイトのイミグレーション専門家ご紹介

Sandip is a Partner in the Global Employer Services—Immigration department, 
based in Singapore. 

Sandip has advised on immigration matters for more than 15 years, having 
worked in large immigration firms in the United Kingdom and Singapore.

Having trained as an Immigration Solicitor of England and Wales, Sandip focuses 
on the delivery of corporate immigration matters for the Asia-Pacific region and 
across a wide spectrum of industries. She works closely with clients to 
understand the challenges faced in the world of global mobility and creates 
tailored protocols, procedures, and policies, reviews overall immigration strategy, 
and develops short and long-term business immigration solutions. 

Sandip holds a LLB (Hons) degree from the University of Westminster and 
qualified as a Solicitor of England and Wales in 2010.  Sandip no longer practices 
but remains on the Roll of Solicitors. 

Sandip Bhandal
Immigration Partner
Deloitte Singapore

+65 9859 3916
sbhandal@deloitte.com

Clarence Sy
Immigration Manager
Deloitte Singapore

+65 6800 2096
clsy@deloitte.com

Clarence is a Manager in the General Employment Services—Immigration 
Department, based in Singapore. 

He currently leads Asia Pacific (APAC) immigration service delivery for various 
corporate clients and has managed related projects such as entity transfers, 
change of sponsorship, corporate group moves, batch entry approvals and the like.

He has more than 10 years’ experience in immigration practice having started 
work as an immigration lawyer in the Philippines before expanding his immigration 
knowledge, experience and expertise to cover various APAC jurisdictions such as 
Singapore, Taiwan, Japan, Hong Kong, India and Philippines to name a few. 

Clarence is a Philippine-licensed lawyer and has been registered in the Roll of 
Attorneys since 2013.

mailto:sbhandal@deloitte.com
mailto:clsy@deloitte.com
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デロイトのイミグレーションチーム

• Assisting with work permits, visas and permanent residence applications

• Planning talent strategy to ensure a company meets local requirements in relation to quotas

(各国の労働許可、就労ビザ、永住権等の申請手続き)

(会社の採用計画に対し、各国の雇用法・労働法など適用される法に基づくアドバイス)

• Prepare for audits or inspections by local immigration authorities

(各国の移民局・移民管轄庁による検査や調査への対応サポート)

• Global resident/work permit support for High-Net-Worth individuals

(富裕層向けの世界各国の永住権、労働許可取得サービス)

• Advising and assisting with business travel and border formalities

(出張先各国の入国手続きに関するアドバイス)

• Consulting on crisis management and related cross-border requirements

(越境時の危機管理に関するアドバイス)

2 Partners

82 Members
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スピーカー

1993年にDeloitte & Touche Singapore (デロイト シンガポール) 事務所入所。以後、

多くの日本企業のシンガポール進出支援、統括会社設立支援や在シンガポール日系

企業の監査、税務、セクレタリアルを含めた会社管理全般へのアドバイスを行う。

また、シンガポールで最大数の日本人駐在員個人所得税申告サポートも行っている。

森口晴美
Japanese Service Group Manager
Deloitte Singapore

+65 6216 3263
hmoriguchi@deloitte.com

杉山 しのぶ

International Tax Senior Manager
Deloitte Singapore

+65 6800 2405
ssugiyama@deloitte.com

2022年にDeloitte Tax Solutions (デロイト シンガポール)に入社。日系企業を対象にシンガ

ポールにおける税務全般(法人税、個人所得税、GST)に関するアドバイスを行うほか、日本から

シンガポールに移住する際のイミグレーション(就労ビザ、永住権等)に関連するアドバイスも行って

いる。

複数の日系会計事務所で15年以上にわたる記帳、決算、監査、申告の実務経験をもち、直

近の10年は日系企業のシンガポール進出アドバイザリーに従事。シンガポールにおける法人の設

立・期中管理、清算、駐在員の就労ビザ申請の実務のほか、シンガポール財務報告基準、会

社法、雇用法に関連するアドバイザリー、各種優遇税制の申請手続きなども対応している。

シンガポール公認会計士

米国公認会計士(デラウェア州)

mailto:hmoriguchi@deloitte.com
mailto:ssugiyama@deloitte.com
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就労ビザの歴史
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O.N.E Pass 

導入

就労ビザの歴史 － 過去20年の動き

S Passの導入

企業の求人に際し、ローカル人材

の雇用を優先させるため、EP申

請前にシンガポール人向け求人

広告を一定期間掲載することを

義務化

• EP最低給与額をS$3,600 から

S$3,900に改定

• JobsBank 等への求人広告の

免除要件が厳格化され、月額

給与S$20,000以上のポジション

のみ、広告義務免除

2020年12月1日以降、

金融セクターにおけるEP

の最低給与額を

S$ 4,500からS$ 5,000に

再改定

• 2022年9月1日よりEP、SP

の新規申請時最低給与額

の改訂

(EP: $ 5,000) 

(SP: $ 3,000)

• ローカル人材向け求人広告

掲載期間は28日から14日

に短縮

Personalised Employment Pass (PEP)

導入

• ローカル向け求人広告掲載義務の

期間を14日から28日に延長

• ローカル向け求人広告の対象を拡

大し、S Passにも適用を義務化

• 2020年9月1日よりEP申請の最低

給与額をS$3,900からS$4,500、S 

PassはS$2,400 から S$2,500に改

定

• Tech.Pass導入

• DP保持者が就

労するためのLOC

制度廃止。就業

を希望するDP保

持者は個別に就

労ビザを取得

2004
Mar 
2014

Aug 
2014

Mar 
2018

Feb 
2019

June 
2020

Oct 
2020

1 Dec 
2020 2021 2022

Jan 
2020

外国人を雇用する際、企業に対し

FCFに順守することを義務付け、企

業がローカル人材に向けて公平な雇

用機会を設けることを強調。

Jan 
2023
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Company-sponsored

Type of work passes in Singapore
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Individual sponsored

Type of work passes in Singapore
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COMPASSの導入
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9月からのCOMPASSの導入に伴い、貴社では対応

策の検討を開始されていますか

Polling Question

• はい

• いいえ
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COMPASS—適格基準フレームワーク

Stage 1
EP適格給与額(最低給与額)

Stage 2
ポイント制

•新規申請：2023年9月1日施行
•更新申請：2024年9月1日施行
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COMPASS — Stage 1: EP適格給与額(最低給与額)

30歳：

(10,500 - 5,000)÷ 22 x (30-23) + 5,000 = 6,750

40歳：

(10,500 - 5,000)÷22 x (40-23) + 5,000 = 9,250 
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COMPASS — Stage 2: ポイント制度

COMPASSをパスするためには基礎基準とボーナス基準の各ポイントの合計40ポイントが必要です

基準ごとのポイント 評価

20 ポイント 期待値を上回る

10 ポイント 期待値に合致

0 ポイント 期待値に不足
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COMPASS — 基準

ボーナス基準

基礎基準

C1. 給与

業種別ローカルPMET社員給与との比較

C2. 学歴・資格

EP申請者の学歴・資格

C5. 職種ボーナス (Shortage Occupation List)

EP申請者の職種は国が指定する不足職種に該当

するか

C3. 多様性

EP申請者の国籍は既存社員の国籍の多様性

に貢献するか

C4ローカル社員雇用への貢献

同業他社と比較して会社のローカルPMET社員

数はどれほどの割合か

C6. 戦略的経済優先活動ボーナス

政府指定の適格スキームに参画し革新的な活

動や国際化活動を進めているか

個人の資質 会社の資質
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Title runs herePMETとは誰のことなのか？？

P: Professional

国家資格や特殊スキルを保持してManagerや

Executiveと同様の雇用条件で働く社員

(弁護士、会計士、医師など)

M: Manager, E: Executive

どちらも管理・監督機能を持つポジションで職務と権限

には次のようなものを含む

・採用/解雇/人事考課などに関する決定権

・事業計画や会社方針の策定

・日々の事業活動の遂行

T: Technician

技術者、エンジニア

COMPASS 
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Title runs hereCOMPASSでは、PMETの役職定義に当てはまらない社員でも、以下に該当する場合はPMETとして数えます

• 外国人社員で就労ビザ申請給与がS$3,000以上の社員

(ワークホリデーパス、Techパス、ONEパスなど個人がスポンサーであるパス保持者は除外)

• ローカル社員(シンガポール市民、永住権(PR)保持者)で、月額給与がS$3,000以上の社員

COMPASSでは、マネージャーなどの役職に関わらず「月額S$3,000以上の社員」をPMETとして数えてください

注①個人スポンサーのパスを保持する社員を除く

注➁マネージャーなどの役職がついていても月額S$3,000未満の社員は除く

COMPASS 
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業種別・年齢別でローカルPMETと

比較した固定月次給与額
ポイント

≥ 90th パーセンタイル 20

65th to < 90th パーセンタイル 10

< 65th パーセンタイル 0

COMPASS スコアリング — 給与

EPベンチマーク給与の達成

• 業種別・年齢別に設定されたベンチマーク

の給与額(次頁)をもとにポイントを獲得。

ただし、Stage 1でEP最低給与額を満たし

ていることが前提

• ベンチマーク値は毎年更新

• 会社の業種はACRAに登記されている主

要な事業活動 (Principal business 

activity) に基づいて決定

C1 給与 (個人) 
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業種・セクター別給与ベンチマーク

ローカルPMET社員の年齢別・業種別給与で 65パーセンタイル、90パーセンタイ
ルのベンチマークです。23歳から45歳まで年齢に伴い段階的に増加します。(給
与の増加額は追加年ごとに同じです。) 
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EP申請社員の学位・資格 ポイント

最高学位：
• 有名大学トップ100、シンガポールの大学
• 日本の大学：東大、京大、東工大、東北大、阪大の5大学のみ
• 国際的な機関や特定職業分野の専門機関 (INSEADなど)

20

学位相当資格：

• 英国制度の学士号(Bachelor’s Degree)に相応する学位

• 該当の業界・機関により認知された専門資格 (MOMにて個別審査)

10

学位相当資格を持たない 0

COMPASS スコアリング ー 学歴・資格

• 学位相当の資格を持たない候補者

でも、COMPASS制度における他項

目でポイントを獲得できればEPを申

請・取得できる可能性あり

学歴・資格 (個人) – 最終学歴・資格C2

COMPASS制度下では学位は
必須要件ではない



© 2023 Deloitte Tax Solutions Pte. Ltd. 22

最高学位機関
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EP申請時に提出する学歴証明書(卒業証明書等)に関する制度の変更

＜現在の手続き＞

最終卒業機関名(大学名など)が

MOMのリストにない場合は、学歴・

卒業証書に第三者の認証が必要

＜2023年9月1日より＞

卒業大学名がMOMリストにあるか

否かに関わらず、すべての学歴・卒業

証明書に対して第三者機関による

認証を義務化

2024年9月1日以降、EP更新の手

続きにも適用

EP申請者の学歴・資格の証明書

が偽造や虚偽の書類でないことを

証明するため、第三者機関による

認証の取付が義務化

EP申請にかかる日数が長期化
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社内PMETにおけるEP申請者の国籍の割合 ポイント

<5% 20

5 to <25% 10

≥25% 0

COMPASS スコアリング—多様性

社員の多様な国籍の組み合わせは、

会社に新しいアイデアや幅広いネット

ワークをもたらし、包括的で底力のある

労働力を培う

• C3の判定では、PR保持者はシンガ

ポール国民としては数えられず、本来

の国籍で分類

*PMETの従業員数が25人未満の場合、C3とC4については自動的

に各10点が付与されます。PMETには月額給与S$ 3,000以上の従

業員が含まれます。

多様性 (会社) —社内PMETにおけるEP申請者の国籍の割合C3
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COMPASS scoring—Diversity
COMPASS workforce profile のデータは毎月6日に更新されます。

急な変動に影響されないよう、直近3カ月の実績の平均値が使われます。

20ポイント

10ポイント
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COMPASS scoring—Support for local employment

• 同じセクターの同業他社と比較して、

PMETに占めるローカル社員の割合が高い

ほど高ポイントを獲得

• ローカルPMETの割合が70%以上であれば

会社の人員構成が20パーセンタイル以下

であっても10ポイントを獲得

• PR保持者はローカルPMETとして数えること

ができる

ローカル人材に雇用機会を創出し、ローカル

人材と外国人人材が相互に補完し合うよう

な社員構成の構築を目指すことを促進

ローカル社員雇用への貢献度(会社)C4

ローカルPMETの人数の割合 ポイント

≥ 50 percentile 20

20th to < 50th percentile 10

< 20th percentile 0

*PMETの従業員数が25人未満の場合、C3とC4については自動

的に各10点が付与されます。PMETには月額給与S$ 3,000以上

の従業員が含まれます。
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PMET share 

COMPASS scoring—Support for local employment

COMPASS workforce profile のデータは毎月6日に更新されます。

急な変動に影響されないよう、直近3カ月の実績の平均値が使われます。
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CASE SCENARIO – C3 と C4

❖ シンガポール国籍の割合が70％ならC4で自動的に10ポイント獲得、しかし国籍分布次第でC3で0ポイントの可能性あり

❖ 日本人新規EP申請の際、C3で失点しないためには、日本国籍は24％以下となっているよう常にバランスを取っておくことが必要

❖ PMET総数が25人以下の会社は、C3とC4について自動的に各10ポイントを獲得

シナリオ 2 

社員の国籍分布 (総PMET社員数：50人)

• シンガポール： 35人 (70%)

• 日本： 13人 (26%)

• マレーシア： 1人 (2% ) 

• フィリピン： 1人 (2%)

日本人新規駐在員のEP申請

• C1(給与)： (10点)

• C2(学歴)：大卒 (10点)

• C3(多様性)：日本国籍25%以上 (0点)

• C4(ローカル雇用)：ローカル70%以上 (10点)

合計： 30点

シナリオ 1

社員の国籍分布 (総PMET社員数：50人)

• シンガポール： 35人 (70%)

• 日本： 12人 (24%)

• マレーシア： 2人 (4%)

• フィリピン： 1人 (2%)

日本人新規駐在員のEP申請

• C1(給与)： (10点)

• C2(学歴)：大卒 (10点)

• C3(多様性)：日本国籍5～24% (10点)

• C4(ローカル雇用)：ローカル70%以上 (10点)

合計： 40点
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ボーナス基準 ポイント

不足業種リスト (SOL：Shortage Occupation List)

に掲載されている職業
20*

COMPASS スコアリング — ボーナス

• 専門性についてMOMより追加チェッ

クの可能性あり

• リストに記載の職種でEPを取得した

場合、“occupation-restricted 

EP”(職種限定EP)が発行される予定

(通常のEPと比べて見た目も変わるの

か等詳細未明)

• 限定された職種とは別の職務に就く

場合、MOMの事前承認が必要

ローカル人材に不足している、高度な

専門職・技術職である外国人EP申請

者を認知する仕組みです

スキル・ボーナス–不足業種リスト (個人)
C5

* EP申請者と同じ国籍を保持する社内既存PMETの国籍割合が

1/3(33.33%)以上の場合、10ポイントに減点されます
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不足業種リスト(Shortage Occupation List)

COMPASS スコアリング — ボーナス
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ボーナス基準 ポイント

革新化、国際化等の活動の評価基準を満た

す会社や、適格プログラムに参画している会社
10 • C6でボーナスポイントが付与される会社

には今年7月から8月頃、MOMより通

知がある予定

戦略的経済優先ボーナス

戦略的経済優先活動ボーナス(会社)C6

in Marc 2023

COMPASS スコアリング — ボーナス
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戦略的経済優先Strategic Economic Priorities

COMPASS スコアリング — ボーナス
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COMPASS適用対象外

以下のいずれかに該当する場合はCOMPASSの適用対象外となります

固定月給22,500ドル以上

ICT (Intra-Corporate Transfer) スキーム下での企業内トランスファー

短期アサインメント (一カ月未満)
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COMPASSへの対応
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COMPASSへの対応

❖ 経歴・資格・スキルを重視した採用

❖ 日本人でなければならないポジションと

ローカルまたはその他の外国人人材で代替

可能なポジションの識別と採用

❖ 外国人社員の就労ビザの種類や

更新時期を常に把握・管理

❖ Sパス枠(Quota)の把握

❖ 全社員の役職・タイトルを含めた

プロフィールの把握・管理・更新

❖ PMET総数の確認

❖ MOMのToolから自社のC3とC4

の現状を確認
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Polling Question

COMPASSにより、日本人社員を増やしていくことが難しくなる可

能性がある中、今後の対策として検討されている案がありますか。

① 日本人(駐在員・現地採用のどちらも)の減員

➁ シンガポール人・外国人の雇用増

③ 会社分割・統合してCOMPASSの影響を最小限に抑える

④ 他国への移籍や機能移転

⑤ 他国で就労ビザを取得・滞在し、シンガポールにはリモート、または出張対応

⑥ その他
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Q&A
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